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① 

台帳MENU画面の「事務所情報等」 → 

「パターン料率」をクリック。 

厚生年金保険料率が平成22年9月分（10月納付分）から0.354％引き上げられます。 

バージョンアップによる料率変更は「台帳」では行っていないため、9月分の保険料通知を作成

する前に「パターン料率」で料率を変更して下さい。 

 社会保険料率の変更方法 

パターン料率変更方法 

② 

「現在→旧」ボタンをクリックして現在料率

を旧料率に移し、現在料率欄に厚生年金

保険料率を入力します。パターン番号ごと

に、必要な料率変更を行ってください。 

 

厚生年金保険料率は、平成22年9月から

80.29/1000（労使折半）です。健康保険料

率の変更は今回ありません。 

なお、備考欄に「東京都」などと管轄の都

道府県を登録しておくと、事業所ファイル

毎にパターン選択しやすくなります。 

【事業所ファイルのパターン料率設定について】 

台帳MENU画面から事業所ファイルを開

き、「会社情報」→「社会保険」タブ内で選

択することによって、その事業所の料率パ

ターンを認識しています。 

厚生年金保険料率（/1000）：平成22年9月～平成23年8月 

   157.04 (労使折半78.52) → 160.58 (同80.29) 
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① 

あらかじめ「算定基礎届」処理時

にデータを保存しておきます。 

定時決定による新標準報酬月額は、その年の９月から翌年８月まで適用されます。 

新標準報酬月額を「台帳」の個人情報に一括で適用させる手順を解説します（あらかじ

め、処理ファイル「算定基礎届」（または月額変更届）でのデータ保存が必要です）。 

 新標準報酬月額の適用について 

標準報酬月額適用方法 

② 

事業所ファイルの「ツール」

→「標準報酬更新」タブで、

適用する保存データを読み込

みます。 

③ 

現在等級と新等級が表示され、「更新」をクリック

すると、個人情報の標準報酬月額が新等級に更

新されます。等級が変更されるデータは黒フォン

トで表示され、変更されないデータは赤フォント

で表示されます。 

 更新を希望しないデータの変更欄に「1」を入

力すると 「×」が表示され、「更新」をクリックして

も個人情報の等級は変更されません。 

すでに7.8.9月変の標準報酬更新をおこなっているデータ

（個人情報の現在改定年月がH22/07、H22/08、H22/09）に

は、「×」が最初から表示されます 

※ご注意※ 

この適用処理をおこなうと前の状態には戻せないため、適用処理をキャン

セルする場合は、事業所ファイルを「保存しないで終了」してください。 
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計算する年月を指定して下さい 

算定結果をお知らせする場合

の変更区分は「C」です 

顧問先に社会保険料をお知らせするには、処理ファイル「保険料通知」が便利です。8月ま

での保険料と9月からの保険料を比較した帳票を作成できます。 

処理ファイル「保険料通知」について 

算定結果の保険料通知作成ポイント 

「定 型 文 言」を 

ク リ ッ ク す る と 

通 知 内 の 文 言 を 

編集できます。 

「計算」をクリックすると、

保険料通知が作成されます。  

あらかじめ用意されたタイトルや

文言の内容を変更するには、「文

言の編集」をクリックします。 

内容を変更後、「変更」をクリッ

クしてください。 

◆文言変更手順 

 
「定型文言」をクリックし、文

言をリストから選択して「登

録」ボタンをクリックします。 

 

※他の帳票へも同文言を適

用させるには、チェックを入

れた状態で「登録」をクリック

してください。 

※算定対象者と月変対象者の保険料通知を同時に作成することはできません。 


